
番号 Q A

1
⽴地適正化計画の届出はどのよう

なものですか。

 ⽔⼾市⽴地適正化計画に記載された誘導区域外における⼀定規模以上の住

宅⼜は誘導施設（Q10参照）における建築⾏為・開発⾏為を⾏なおうとする

場合に市町村⻑に届け出るものです。これらの⾏為を⾏なおうとする者は⾏

為に着手する日の30 日前までに届出しなければならないこととされていま

す。

（都市再生特別措置法第88条第1項及び第108条第1項）

2
事前の届出はなぜ必要なのです

か。

 誘導施設の整備の動きや住宅開発等の動きを把握するとともに、場合によ

り誘導区域内への誘導のための⾏政指導や、施設の誘導を図る上で⽀障があ

るときには勧告や土地のあっせんをすることがあります。

（都市再生特別措置法第88条第2項及び第108条第2項）

3 届出の対象となる「住宅」とは。

 「住宅」とは、⼀⼾建て住宅、⻑屋、共同住宅（アパート、マンション

等）、兼⽤住宅を指します。共同住宅に該当するサービス付き⾼齢者住宅や

社宅も、「住宅」として取り扱います。※寄宿舎や⽼⼈ホーム、農林漁業を

営む者の住宅等は届出の対象外です。

 「3⼾以上の住宅」を同⼀の事業者（⼟地所有者）が同時期に建築⾏為等を

する場合に届出が必要です。

4
アパートを建て替える場合に届出

は必要ですか。

 住宅等を新築、改築、⽤途の変更により3⼾以上の住宅になる場合に届出が

必要です。

5
誘導施設を含む複合建築物は届出

の対象となりますか。
 一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。

6
土地が誘導区域の内外にまたがる

場合に，届出は必要ですか。

 建築等を⾏おうとする⼟地の⼀部でも誘導区域内にある場合は、届出は不

要です。

※都市施設の休廃止の届出（都市再生特別措置法第108条の2）については土

地の一部でも都市機能誘導区域内にある場合には、届出が必要です。

7
開発⾏為と建築⾏為をする場合、

両方の届出が必要ですか。
 開発⾏為と建築⾏為のそれぞれで届出が必要です。

8
重要事項説明での義務はあります

か。

 ⽴地適正化計画の届出義務については、重要事項説明の対象となっていま

す。（宅地建物取引業法第35条及び同法施⾏令第3条第1項）

9 罰則等はありますか。
 届出をしないで、⼜は虚偽の届出をした者は３０万円以下の罰⾦に処する

ことがあります。（都市再生特別措置法第130条）
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10 誘導施設とは

機能 誘導施設の種類 定  義 

医
療

 

病院（病床数 20
床以上） ・医療法第1条の5第1項に定める病院 

文
化

 

地域交流施設 ・概ね300名以上の定員のホールを有し，市⺠の相互交流の場となる施設 

博物館・博物館 
相当施設 

・博物館法第２条第１項に定める博物館 

・博物館法第29条に定める博物館相当施設 

図書館 ・図書館法第２条に定める図書館 

教
育

 

大学・短大・ 
専修学校・ 
各種学校 

・学校教育法第1条に定める大学 

・学校教育法第124条に定める専修学校 

・学校教育法第134条に定める各種学校 

子
育

て
 

子育て支援・多世代
交流センター ・⽔⼾市⼦育て⽀援・多世代交流センター条例第２条に定める施設 

保育所等（認可・認
可外保育施設， 
小規模保育施設， 
幼稚園， 
認定こども園） 

・学校教育法第1条に定める幼稚園 

・児童福祉法第6条の3第10項に定める⼩規模保育事業を⾏う施設 

・児童福祉法第39条第1項に定める保育所 

・就学前の⼦供に関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第2条第6項に定める認定こども園 

・児童福祉法第59条の2において都道府県知事への届出が必要である施設 

高
齢

福
祉

 

通所施設 

・介護保険法第8条第7号に定める通所介護を⾏う事業所 

・介護保険法第8条第17号に定める地域密着型通所介護を⾏う事業所 

・介護保険法第8条第18号に定める認知症対応型通所介護を⾏う事業所 

・介護保険法第8条第19号に定める⼩規模多機能型居宅介護を⾏う事業所 

・介護保険法第8条第23号に定める複合型サービス（看護小規模多機能型

居宅介護）を⾏う事業所 

・介護保険法第8条の2第13号に定める介護予防認知症対応型通所介護を⾏

う事業所 

・介護保険法第8条の2第14号に定める介護予防⼩規模多機能型居宅介護を

⾏う事業所 

・介護保険法第115条の45第1項第1号ロに定める第1号通所事業を⾏う事

業所 

商
業

 

大規模小売店舗 
（1,000 ㎡以上） ・⼤規模⼩売店舗⽴地法第2条第2項に定める大規模小売店舗 

食品スーパー 
（300 ㎡以上） 

・生鮮食品３品（肉・魚・野菜）を全て取り扱う店舗（店舗面積300平方

メートル以上） 

金
融

 

銀⾏，信⽤⾦庫， 
信用組合等 

・銀⾏法第２条第１項に定める銀⾏ 

・信⽤⾦庫 

・信用協同組合 

・労働⾦庫 

・農業協同組合法第10条第１項第２号及び第３号の事業を⾏う農業協同組

合連合会 

 

問合せ先

水戸市都市計画部都市計画課

水戸市中央1丁目4番1号

電話 029（224）1111


